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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成23年8月11日(2011.8.11)

【公表番号】特表2010-531804(P2010-531804A)
【公表日】平成22年9月30日(2010.9.30)
【年通号数】公開・登録公報2010-039
【出願番号】特願2010-515168(P2010-515168)
【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｇ  51/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ  17/00     (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ   8/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０１Ｇ  51/00    　　　Ａ
   Ｃ０９Ｄ  17/00    　　　　
   Ｃ０３Ｃ   8/16    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成23年6月22日(2011.6.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明は、式
　　　　　Ｂｉ２６－ｘ－ｙＭｎｘＣｏｙＯ４０

１．　　［上式中、ｘおよびｙの合計が７．８～２０．８であり、ｘまたはｙが少なくと
も１．３である］の顔料組成物に関する。いくつかの実施形態において、ｘおよびｙの合
計が１３～２０．８であり、そこでｘまたはｙが少なくとも２．６である。他の実施形態
において、ｘおよびｙの合計が１５．６～２０．８であり、ｘまたはｙが少なくとも５で
ある。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明はさらに、式
　　　　　Ｂｉ２６－ｘ－ｙＭｎｘＣｏｙＯ４０

［上式中、ｘおよびｙの合計が７．８～２０．８であり、ｘまたはｙが少なくとも１．３
である］の黒色顔料と、
（ａ）４００℃～６００℃の範囲の軟化点を有する１つ以上のガラスフリットと、
（ｂ）有機ポリマーバインダーと、
（ｃ）有機溶剤とを含む厚膜黒色組成物に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１７】
　顔料は一般に、式
　　　　　Ｂｉ２６－ｘ－ｙＭｎｘＣｏｙＯ４０

によって表すことができ、上式中、
ｘおよびｙの合計が７．８～２０．８であり、ｘまたはｙが少なくとも１．３である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２２】
【表１】

　本発明は以下の実施の態様を含むものである。
１．式Ｂｉ２６－ｘ－ｙＭｎｘＣｏｙＯ４０

［上式中、ｘおよびｙの合計が７．８～２０．８であり、ｘまたはｙが少なくとも１．３
である］の顔料組成物。
２．ｘおよびｙの合計が１３～２０．８であり、ｘまたはｙが少なくとも２．６である、
前記１に記載の顔料組成物。
３．ｘおよびｙの合計が１５．６～２０．８であり、ｘまたはｙが少なくとも５である、
前記１に記載の顔料組成物。
４．マンガンおよびコバルトの一部が、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｌ、Ｃｅ、Ｐｂ、Ｇａ、Ｍｇ、Ｉ
ｎ、Ｖ、Ｌｉ、Ｐ、Ｆｅ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｚｎ、Ｇｅ、Ｎｉ、Ｃｄ、Ｓｉ、ランタニド金属
およびそれらの混合物からなる群から選択される１つ以上の元素で置換される、前記１に
記載の顔料組成物。
５．顔料組成物が過剰な塩基を用いて酸化条件下で酸性溶液からの可溶性金属硝酸塩の沈
殿によって調製される、前記１に記載の顔料組成物。
６．前記顔料が無機材料の高温反応によって調製される、前記１に記載の顔料組成物。
７．４～１０の範囲のＬ＊値を有する黒色顔料としての前記１に記載の組成物の使用。
８．フラットパネルディスプレイ用途における前記１に記載の組成物の使用。
９．（ｅ）式Ｂｉ２６－ｘ－ｙＭｎｘＣｏｙＯ４０

［上式中、ｘおよびｙの合計が７．８～２０．８であり、ｘまたはｙが少なくとも１．３
である］の黒色顔料と、
　（ｆ）４００℃～６００℃の範囲の軟化点を有する１つ以上のガラスフリットと、
　（ｇ）有機ポリマーバインダーと、
　（ｈ）有機溶剤と
を含む厚膜黒色組成物。
１０．光開始剤と光硬化性モノマーとをさらに含む、前記９に記載の組成物。
１１．電気導電性粉末をさらに含む、前記１０に記載の組成物。
１２．組成物が表面上に堆積され、焼成されてガラスの着色層を生じる、前記８に記載の
組成物の使用。
【手続補正５】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式Ｂｉ２６－ｘ－ｙＭｎｘＣｏｙＯ４０

［上式中、ｘおよびｙの合計が７．８～２０．８であり、ｘまたはｙが少なくとも１．３
である］の顔料組成物。
【請求項２】
　（ｅ）式Ｂｉ２６－ｘ－ｙＭｎｘＣｏｙＯ４０

［上式中、ｘおよびｙの合計が７．８～２０．８であり、ｘまたはｙが少なくとも１．３
である］の黒色顔料と、
　（ｆ）４００℃～６００℃の範囲の軟化点を有する１つ以上のガラスフリットと、
　（ｇ）有機ポリマーバインダーと、
　（ｈ）有機溶剤と
を含む厚膜黒色組成物。
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